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総務消防委員会 

                   日時 平成29年９月７日（木曜日） 午前９時00分開会 

                   場所 委員会室 

 

本日の委員会に付した事件 

 １ 総務部、企画部 

    第86号議案                        「質疑・討論・採決」 

    第87号議案                        「質疑・討論・採決」 

 

出席委員（６名） 

 委員長 村田康助  副委員長 打桐厚史 

 委 員 中西宏彰  丸山隆弘  加藤芳夫  菊地勝昭 

 議 長 下江洋行 

 

欠席委員 なし 

 

説明のために出席した者 

 総務部、企画部の副課長職以上の職員 

 

事務局出席者 

 議会事務局長 西尾泰昭  議事調査課長 金田明浩  書 記 松井哲也 

 



－1－ 

   開 会  午前９時00分 

○村田康助委員長 ただいまから総務消防委

員会を開会します。 

 本日は、６日の本会議において、本委員会

に付託されました第86号議案及び第87号議案

について審査します。 

 審査は、説明を省略し、直ちに質疑に入り

ます。 

 第86号議案 新城市企業立地の促進に係る

固定資産税の特例に関する条例の一部改正を

議題とします。 

 これより質疑に入ります。 

 質疑はありませんか。 

   〔発言する者なし〕 

○村田康助委員長 質疑なしと認めます。 

 質疑を終了します。 

 これより討論を行います。 

 討論はありませんか。 

   〔発言する者なし〕 

○村田康助委員長 討論なしと認めます。 

 討論を終了します。 

 これより第86号議案を採決します。 

 本議案は、原案のとおり可決することに異

議ありませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○村田康助委員長 異議なしと認めます。 

 よって本議案は、原案のとおり可決すべき

ものと決定いたしました。 

 次に、第87号議案 新城市職員の退職手当

に関する条例の一部改正を議題といたします。 

 これより質疑に入ります。 

 質疑はありませんか。 

   〔発言する者なし〕 

○村田康助委員長 質疑なしと認めます。 

 これより討論を行います。 

 討論はありませんか。 

   〔発言する者なし〕 

○村田康助委員長 討論なしと認めます。 

 討論を終了します。 

 これより第87号議案を採決します。 

 本議案は、原案のとおり可決することに異

議ありませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○村田康助委員長 異議なしと認めます。よ

って本議案は、原案のとおり可決すべきもの

と決定いたしました。 

 以上で、本委員会に付託されました案件の

審査はすべて終了しました。 

 なお、委員会の審査報告書及び委員長報告

の作成については、委員長に一任願いたいと

思います。 

 これに異議ありませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○村田康助委員長 異議なしと認め、そのよ

うに決定しました。 

 これをもちまして、総務消防委員会を閉会

いたします。 

   閉 会  午前９時03分 

 

 

 

 以上のとおり会議の次第を記録し、これを

証するために署名する。 

 

   総務消防委員会委員長 村田康助 
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